
高根西小学校いじめ防止基本方針 
北杜市立高根西小学校  １．いじめ問題に関する基本的な考え方 はじめに  いじめは、決して許される行為ではありません。しかし、いじめはどの子供にも、どの学校にも起こりうることであり、どの子供も被害者にも加害者にもなり得る事実を踏まえ、学校、家庭、地域が一体となって、未然防止・早期発見・早期対応に取り組まなければなりません。  いじめは、いじめを受けた生徒の心身の健全な成長に重大な害を与え、その生命又は心身に危険を生じさせる恐れがあります。すべての生徒がいじめを行わず、いじめを放置せず、いじめが心身に及ぼす影響を理解する必要があります。  いじめ問題は、学校長のリーダーシップのもと、学校全体で組織的に進めていく必要があります。学校全体でいじめ防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努めます。  とりわけ、「いじめを生まない学校づくり」を目指し、教育活動全体を通して、好ましい人間関係づくりや豊かな心の育成等のために日々取り組んでいく必要があります。  いじめ防止対策推進法（平成２５年 法律第７１号）第１３条の規定及び国のいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、高根西小学校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を策定しました。  １ いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条１項を参照して） 「いじめ」とは、本校に在籍している児童に対して、一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているもの。  学校では、「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち、この「いじめ」の定義に関わらず、その訴えを真摯に受け止め、児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ、対応に当たる。  ２ いじめに関する基本的認識  「いじめ問題」には以下のような特質があることを十分に認識して、的確に取り組むことが必要で ある。 （１）いじめは、人間として決して許されない行為である。    いじめは許されない、いじめる側が悪いという毅然とした態度を徹底する。    いじめは子供の成長にとって必要な場合もあるという考えは認められない。 （２）いじめは、どの生徒にも、どの学校にも、どの学級にも起こりうることである。 （３）いじめは、大人の気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。 （４）いじめは、様々な態様がある。 （５）いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。 （６）いじめは、教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。 （７）いじめは、解消後も注視が必要である。 （８）いじめは、家庭教育の在り方と大きな関わりを有している。 （９）いじめは、学校、家庭、社会、など全ての関係者が連携して取り組むべき問題である。  ２．いじめ対策の組織  「いじめ問題」への組織的な取組を推進するために、以下の「いじめ防止対策委員会」を設置し、この組織が中心となり、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行います。  １ 「いじめ防止対策委員会」の構成員   校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、養護教諭 （該当学級担任）  ※事案により柔軟に編成する。 

  ※必要に応じて適切な専門家を加える。 
  （中学校スクールカウンセラー・青少年カウンセラー・スクールサポーター・人権擁護委員・    学校評議員・心理士 等）  



２ いじめ防止対策委員会の役割    本校におけるいじめ防止等の取組に関することや、相談内容の把握、児童、保護者へのいじめ   防止の啓発等に関することを行う。 
      ・学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核とし     ての役割     ・いじめの相談・通報の窓口としての役割     ・いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う     役割     ・いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関     係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連     携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割   ※定例のいじめ防止対策委員会は、各学期に１回程度開催する。  ※いじめ防止対策委員会での内容や事案に応じての対応については職員会議等において報告し周知   徹底させる。  ３．未然防止の取組  いじめ問題において、「いじめが起こらない学級・学校づくり」を始めとする未然防止に取り組むことが最も重要です。  未然防止の基本は、好ましい人間関係を築き、確かな学力と豊かな心を育て、規則正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めていくことです。  すべての児童生徒が活躍できる場面を作り出す視点で、「授業づくり」と「集団づくり」を見直すならば、トラブルが発生しても、それがいじめへとエスカレートすることもなくなってくるはずです。 「居場所づくり」や「絆づくり」をキーワードに学校づくりを進め、すべての生徒に集団に一員としての自覚や自信を育て互いを認め合える人間関係／学校風土を作り出していきます。  ＜児童に対して＞ ・児童一人一人が認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級づくり を行う。また、学級のルールを守るといった規範意識の醸成に努める。 ・わかる授業を行い、児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育てる。 ・思いやりの心や児童一人一人がかけがえのない存在であるといった命の大切さを道徳の時間や学級 指導の指導を通して育む。 ・「いじめは決して許されないこと」という認識を児童が持つようさまざまな活動の中で指導する。 ・見て見ないふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや「いじめ」を見たら、他 先生方や友達に知らせたり、やめさせたりすることの大切さを指導する。その際、知らせることは 決して悪いことではないことも合わせて指導する。  ＜教職員に対して＞ ・児童一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、児童との信頼関係を深める。 ・児童が自己実現を図れるように、子どもが生きる授業を日々行うことに努める。 ・児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級指導の充実を図る。 ・「いじめは決して許さない」という姿勢を教員がもっていることをさまざまな活動を通して児童に 示す。 ・児童一人一人の変化に気づく、鋭敏な感覚を持つように努める。 ・児童や保護者からの話を親身になって聞く姿勢を持つ。 ・「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめ問題」についての理解を深める。特に、自己の人 権感覚を磨き、自己の言動を振り返るようにする。 ・問題を抱え込まないで、管理職への報告や学年や同僚への協力を求める意識を持つ。  ＜学校全体として＞ ・全教育活動を通して、「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。 ・いじめに関するアンケート調査を学期に１回実施し、結果から児童の様子の変化などを教職員全  体で共有する。 ・「いじめ問題」に関する校内研修を行い、「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を深める。 ・校長が、「いじめ問題」に関する講話を全校朝会で行い、学校として「いじめは絶対に許されない」 



ということと「いじめ」に気づいた時には、すぐに担任をはじめ、周りの大人に知らせることの大切さを児童に伝える。 ・「いじめ問題」に関する児童会として取組みを行う。 ・いつでも、誰にでも相談できる体制の充実を図る。  ＜保護者・地域に対して＞ ・児童が発する変化のサインに気づいたら、学校に相談することの大切さを伝える。 ・「いじめ問題」の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを学校便り、 地域道徳授業公開、学校評議員会等で伝えて、理解と協力をお願いする。  ４．早期発見の取組  いじめは、早期発見が早期解決につながります。早期発見のために、日頃から教職員が生徒との信頼関係を構築することに努めることが大切です。  いじめは、教職員や大人が気づきにくいところで起きており、潜在化しやすいことを認識する必要があります。生徒たちの些細な言動から、小さな変化を敏感に察知し、表情の裏にある心の叫びを敏感に感じ取れる感性を高め、いじめを見逃さない力を向上させることが求められています。  日頃から、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つようにします。  定期的なアンケート調査や教育相談の実施により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、実態把握に取り組みます。  また、生徒に関わることを保護者とも連携して情報を収集するように努めます。   早期発見のための手だて  ①アンケート調査  
 悩みをきくアンケート 
   書いたことはあなたと先生だけの秘密にします。ありのままに書いてください。   １ あなたは今，何か悩みはありますか。 
    ア（   ）ある    イ（   ）ない  ２ 「ある」に○をつけた人だけ答えてください。   (１)どんなことで悩んでいますか。 
      ア（   ）友だち  イ（   ）いじめ  ウ（   ）勉強 
      エ（   ）家のこと  オ（   ）自分のこと  カ（   ）その他  ３ そのことを誰かに相談しましたか。    ア（   ）友だち  イ（   ）家の人  ウ（   ）先生    エ（   ）悩みを聞いてくれる人（２４時間いじめ相談ダイヤル） 
      オ（   ）まだ相談していない  ４ 今までに，何か嫌なことはありませんでしたか。あったらどんなことなのかを教えて    ください。  ５ あなたの友だちで，何か困っている人はいませんか。どんなことで困っているか教え    てください。   ②個人ノート、生活ノート、日記  ③個人面談  ④教育相談  ⑤日々の観察  ⑥保健室の様子  ⑥本人からの相談  ⑦友人からの相談  ⑧周りの友達からの相談  ⑨保護者からの相談  ⑩地域の方からの相談 



 早期の解決を ・教員が気づいた、あるいは児童や保護者から相談があった「いじめ」について、事実関係を早期に把握する。その際、被害者、加害者といった二者関係だけでなく構造的に問題を捉える。 ・事実関係を把握する際には、いじめ防止対策委員会で情報を教職員間で共有し組織的な体制のもとに行う。 ・いじめている児童に対しては、「いじめは絶対に許さない」という姿勢で臨み、まず、いじめるこ とをやめさせる。 ・いじめることがどれだけ、相手を傷つけ、苦しめていることに気づかせるような指導を行う。 ・いじめてしまう気持ちを聞き、その児童の心の安定を図る指導を行う。 ・事実関係を正確に当該の保護者に伝え、学校での指導、家庭での対応に仕方について、学校と連携 し合っていくことを伝えていく。  ５．いじめへの対処 １ 基本的な考え方  いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。被害生徒を守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害生徒を指導する。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、児童生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことが大切である。  教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て．関連機関・専門機関と連携し、対応に当たる。  ２ いじめの発見・通報を受けたときの対応   ＜重大な事案が発生した場合＞  速やかに北杜市教育委員会に報告し、指示に従って必要な対応を行う。  （１）学校の下に、重大事態の調査組織を設置  （２）調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施  （３）いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供  （４）調査結果を北杜市教育委員会に報告  （５）調査結果を踏まえた必要な措置  ３ いじめられた児童生徒及びその保護者への支援 ４ いじめた児童生徒への指導及びその保護者への助言 ５ いじめが起きた集団への働きかけ ６ ネット上のいじめへの対応  ６．その他の留意事項 １ 組織的な指導体制   いじめへの対応は、学校長を中心に全教職員が一致協力体制を確立することが重要である。  一部の教職員や特定の教職員が抱え込むのではなく、学校における「いじめの防止等の対策のための組織」で情報を共有し、組織的に対応することが必要です。いじめがあった場合の組織的な対処を可能とするよう、平素からこれらの対応の在り方について、全ての教職員で共通理解を図る必要があります。  ２ 校内研修の充実   いじめを始めとする生徒指導上の諸問題等に関する校内研修を行う。  ３ 校務の効率化   児童と向き合う時間を確保する。  ４ 学校評価 学校自己評価においては、年度毎の取組について、児童、保護者からのアンケート調査、教職員の評価を行い、ＰＤＣＡサイクルを生かし、次年度の取組を改善していく。   



５ 地域や家庭との連携について 
   地域全体で、「いじめは絶対に許されない」という認識を広めることが大切であるということから、PTA や地域の会合等で、いじめ問題など健全育成について話し合いを進めることをお願いする。    
■いじめ防止指導計画（別表・資料）  いじめ未然防止や早期発見のために、学校全体で組織的、計画的に取り組む。年度当初に年間の計画を確認し合うとともに、組織体制を整える。  
○高根西小学校における具体的な取組内容評価・改善方法   具体的な取組内容（実施回数・月日） 評価・改善方法と着目点     １学期    

 ○「ＱＵ］テスト１回目（６月） ○「道徳」授業・「心のノート」の活用（週１時間） ○校内特別支援委員会・ケース会議（定期的） ○第１回「悩みをきくアンケート」 
  ※全校児童を対象に実施 ○職員会議での全職員間の情報交換（毎月） ○管理職による校内巡視・授業観察（日常） ○担任との情報交換（日常） ○各行事の反省 

 ・結果の分析→指導・支援の方策検討→具体的取組 ・「生命尊重」「友情信頼」「思いやり」に重点を置く ・結果や実態を全職員で情報共有し取り組みを行う。 ・結果の分析（個別の事実確認）→指導・支援の方策検討→具体的取組 ・全職員で情報を共有し協働態勢で取り組みを行う。 ・教職員との面談を通し指導助言を行う。 ・良い変化を含め、児童の日々の変容を把握する。 ・まとめを職員会議に提案し課題の改善を図る。       ２学期     
 ○第１回児童アンケートの実施 ○「ＱＵ］テスト２回目（１２月） ○命の大切さを考える」授業の実施（１２月） ○「道徳」授業・「心のノート」の活用（週１時間） ○校内特別支援委員会・ケース会議（定期的） ○第２回「悩みをきくアンケート」 
  ※全校児童を対象に実施 ○職員会議での全職員間の情報交換（毎月） ○管理職による校内巡視・授業観察（日常） ○担任との情報交換（日常） ○各行事の反省  

 ・学校評価に伴い、児童実態を把握し改善を図る。 ・１回目と比較し、課題は指導内容方法を修正する。 ・各学年の発達段階に応じ命に関する授業を行う。 ・継続した取り組みを行う。課題については、付加修正した対応策を講じ、全職員で情報を共有し協働指導態勢を図る。 ・保護者、関係機関との連携を図る。      ３学期     
 ○第２回児童アンケートの実施 ○保護者学校評価アンケートの実施 ○「道徳」授業・「心のノート」の活用（週１時間） ○校内特別支援委員会・ケース会議（定期的） ○第３回「悩みをきくアンケート」 ○職員会議での全職員間の情報交換（毎月） ○管理職による校内巡視・授業観察（日常） ○担任との情報交換（日常） ○各行事の反省  

 ・１回目と比較し課題は来年度に向けて修正する。 ・学校評価に伴い保護者による教育活動全般の評価を行う。 ・継続した取り組みと同時に、今年度の総括を行い、来年度へ向けて付加修正改善し、「いじめ」の起こらない指導計画を作成する。  ※取り組みにあたっては、Ｐ（Plan:計画）Ｄ（Do:実施）Ｃ（Check:評価）Ａ（Action 改善）のサイ クルを徹底する。 
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